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1 

「二級河川の河川整備基本方針及び河川整備計画に関する国土交通

大臣の同意・協議」の必要性について 

○ 河川の管理は、災害から国民の生命・財産・社会経済活動を守

り、国民生活に不可欠な多様な水利用の公平かつ安定を図るこ

と等を目的として行われるものであり、国が本来果たすべき責

務である。また、このことから法定受託事務とされているもの

と認識している。

○ 二級河川の河川整備基本方針及び河川整備計画の策定等にあ

たっても、治水安全度の全国バランスを確保し、国民が災害か

らの安全を等しく享受することが必要であり、河川の管理に本

来的な責務を有する国土交通大臣の同意・協議が不可欠である。 

○ 仮に国土交通大臣の同意・協議が行われない場合には、全国的

なバランス等を勘案した最低限の安全が確保されない恐れが

ある。実際に当初の計画案の中には、例えば、

・他河川とのバランスからみて目標流量が低すぎる 

・上下流バランスがとられず下流市街地に危険が集中する 

・左右岸の堤防高が異なる 

等の適切でない事例も見られる。 

○ さらに、洪水被害は地域的・時間的に偏って発生するものであ

り、地域単位では災害対応等の技術や経験が蓄積されにくいこ

とから、同意・協議にあたって、国が自ら河川管理を実施して

いることによる経験や実績の積み重ねと、全国の災害等の分析

等を通じて得られる技術的知見をもとに助言を行うことが必

要である。

○ 加えて、本件は、「第二期地方分権改革への提言（平成１９年

７月２５日、全国知事会）」を受け、地方分権改革推進委員会

においても数次にわたり議論されたうえで、現在の同意・協議

を行っているものであり、その後に改めて議論すべき状況変化

は特にないものと考える。
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河
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の
河

川
整

備
基

本
方

針
の

案
に
対

す
る
助

言
事

例
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低
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、
既

定
計
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超
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洪
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発
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し
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た
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の
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二
級

河
川

の
河

川
整

備
基

本
方

針
の

案
に
対

す
る
助

言
事

例

Ａ
河
川
（
本
川
）

Ｂ
河
川
（
支
川
）

2k
m

5k
m

Ａ
河

川
に
つ
い
て
は

、
上

流
部

や
支

川
を
大

き
く
拡

幅
す
る
計

画
案

と
し
て
い
た
が

、
上

流
部

の
安

全
度

が
大
幅
に
向
上
す
る
一
方
で
、
人
口
・
資
産
が
集
中
す
る
下
流
市
街
地
部
の
氾
濫
リ
ス
ク
が
高
ま
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安
全
度
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流
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二
級

河
川

の
河

川
整

備
基

本
方

針
の

案
に
対

す
る
助

言
事

例

Ａ
河

川
に
つ
い
て
は

、
一

部
区

間
に
お
い
て
、
左

右
岸

の
計

画
堤

防
高

が
異

な
る
計

画
案

と
な
っ
て
い
た
。
こ

れ
に
対

し
て
、
左

右
岸

の
土

地
利

用
に
大

き
な
差

違
が

な
い
中

、
将

来
計

画
と
し
て
左

右
岸

の
堤

防
高

が
異

な
る
こ
と
は

適
切

で
は

な
い
と
考

え
ら
れ

る
の

で
、
河

道
計

画
の

精
査

が
必

要
で
あ
る
旨

を
助

言
。
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右
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5 

「二級河川の特定水利使用に関する国の同意」の必要性について 

○ 河川の流水は有限であり、流域内の自治体や住民だけのものでは

なく、国民全体の貴重な資産として、適切に配分し、最適な水利

使用を図ることが重要である。このことから法定受託事務とされ

ているものと認識している。

○ 近年においても全国において渇水が発生しており、引き続き水が

貴重な資産である状況に変わりはない。

○ 二級河川における水利使用の許可であっても、その影響は当該二

級河川の流域内にとどまらないことから、流域や県域を越えた広

域的な観点で適切に配分することが必要である。

○ 例えば、

① 県域を越えて水利使用が行われる場合

② 一つの二級河川では水需要に対応できず一級河川にも水源を

求める必要がある場合

③ 同時に複数の水系の水利使用が必要であり、統一的な判断が

必要な場合

など、流域や県域を越えた水利使用については、広域的な観点か

ら利害調整を行い、最適な水利使用を確保することが必要である。 

○ また、県は河川管理者の立場を有している一方で、上水・工水・

かんがい等の水利使用者となる場合もあることから、二級河川の

水利使用の許可についても、客観的な立場の者が許可の可否の判

断に関与する仕組が必要である。（国土交通大臣は水利使用者とし

ての立場を有しておらず、河川管理者として客観的に水利使用の

判断をすることができる。）

○ このため、二級河川の水利使用についても、広域的な観点に立っ

た客観的調整が必要であることから、国土交通大臣の同意は引き

続き必要である。
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河
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注

水
水

利
権

を
水

利
使

用
の

形
態

と
し
て
お
り
、
河

川
法

７
９
条

第
２
項

の
同

意
に
当

た
っ
て
は

、
一

級
河

川
の

許
可

が
前

提
で
あ

り
、
二

級
河

川
の

み
で
は

審
査

が
完

結
し
な
い
。

一
級

河
川

の
国

の
許
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は

、
銅

山
川

か
ら
東

平
発

電
所

を
経

由
し
て
足

谷
川

に
注

水
し
て
い
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既

許
可

の
水

利
使

用
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、
発

電
が

停
止

し
た
場

合
に
備

え
て
、
予

備
の

注
水

口
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設

置
し
て
、
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永

谷
川
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経
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足
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川
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水
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る
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る
水
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使

用
の

許
可
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る
。

二
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川
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県
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許
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級
河

川
の

銅
山
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か

ら
注

水
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た
流
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を
使

用
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工

業
事
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を
行

う
た
め
の

水
利

使
用

の
許

可
で
あ
る
。
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二
級

河
川

日
向

川
等

（
山

形
県

）
に
お
け
る
特

定
水

利
使

用
の

事
例

二
級

単
独
掛
か
り

約
２
，
６
０
０
ha

一
級

単
独
掛
か
り

約
９
，
７
０
０
ha

重
複

掛
か

り
約

１
，
９
０
０
ha

一
級

河
川

最
上

川
等

（
自

流
）
と
二

級
河

川
日

向
川

等
（
自

流
）
を
水

源
と
す
る
最

上
川

下
流

農
業

水
利

事
業

に
係

る
事

例
で
、
一

級
と
二

級
双

方
の

流
水

を
活

用
す
る
地

域
（
赤

囲
み

部
分

）
に
お
け
る
水

の
利

用
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い
た
が

、
そ
の

計
画

通
り
の

取
水

管
理

が
可

能
か

ど
う
か

不
明

確
で
あ
っ
た
。

過
大

な
取

水
が

な
さ
れ

な
い
よ
う
に
取

水
管

理
を
整

理
さ
せ

、
二

級
河

川
か

ら
の

取
水

を
期

別
で
一

定
と
し
、
不

足
分

を
一

級
河

川
か

ら
補

給
す
る
取

水
管

理
方

法
が

明
確

化
さ
れ

た
適

正
な
処

分
を
行

う
こ
と
が

で
き
た
。

一
級

河
川

及
び
二

級
河

川
の

双
方

か
ら
の

か
ん

が
い
用

水
の

取
水

管
理

が
可

能
か

ど
う
か

不
明

確
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
対

策
を
求

め
た
。

結
果

、
一

級
河

川
及

び
二

級
河

川
の

双
方

の
取

水
管

理
方

法
が

明
確

化
さ
れ

た
適

正
な
処

分
を
行

う
こ
と
が

で
き
た
。
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